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令和 4 年 3 月開成町教育委員会定例会 会議録 
 

日 時： 令和 4年 3 月 23日(水) 15時 30分～17時 00分 

場 所：  開成町民センター中会議室Ｂ 

出席者： 井上教育長、村岡教育長職務代理者、野地委員、上野委員、本澤委員 

     【事務局】遠藤教育委員会事務局参事兼生涯学習課長、 

尾川学校教育課学校教育班長 

議 事： 

１）開会               教育長より開会の宣言 

 

 

２）会議録署名人の指名        野地委員が指名された。 

 

３）議事 

《協議事項》 

（１）令和４年度学校教育のキャッチフレーズについて 

・資料１について説明した。 

○教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 協議事項の（１）令和４年度学校教育のキャッチフレーズについて

私から説明します。資料１をご覧ください。令和４年度の学校教育に

ついては、端的に申し上げて「すてきさん」づくりを目指していきま

す。子ども一人ひとりの良さを表出させていきたいと考えています。

子どもの「良い姿」というものは、道徳的、学力的など様々なものを

包含したものを意味しています。各園・学校においては、目指す子ど

も像というものがありますが、その姿は一言でいえば、「すてきさん」

ということになります。この「すてきさん」という言葉は、限定的な

価値のみを賞賛の対象としているわけではありません。例えば、挨拶

のすてきさん、笑顔のすてきさん、学習、運動、趣味等におけるすて

きさんがあっても良いと考えています。 

 ２ページをご覧ください。教育委員会の役割としては、各園・学校

の教職員が働きやすい環境整備に努めることを第一に考えていきま

す。具体的には、令和３年度においては、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、小・中学校のトイレ除菌業務を業者に委託することで

教職員の日々の清掃業務にかかる負担を軽減してまいりました。令和

４年度以降も引き続き、学校現場と教育委員会が連携して働きやすい

環境整備を進めてまいります。 

 各園・学校に期待することとしては、一言でいえば「良い仕事」を

してほしいと考えています。幼稚園においては、遊びを通じた学びを

実践してほしいと思います。特に、令和４年度から開成幼稚園として

は、初めて男性教諭を採用します。また、養護教諭については、勤務

日数を増やし体制を強化します。小学校においては、子どもが主体的、

能動的な学習ができるような授業改善を一層進めてほしいと考えてい

ます。令和４年度の特徴的なこととしては、開成南小学校においては
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（２）令和４年度開成町教育委員会における取組方針及び各園・学校における教育課題

の取組要請について 

・資料２について説明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇全委員 

〇教育長 

通級指導教室の開設、学校敷地内に新設学童保育所の開設があります。 

中学校においても、講義的な授業から脱却した授業改善を行ってほし

いと考えています。あわせて、教育相談、生徒指導にも力を入れてほ

しいと考えています。令和４年度の特徴的なこととしては、英語４技

能検定（ＧＴＥＣ）の実施、内部改修に係る大規模改修工事等があり

ます。また、神奈川県教育委員会の配慮により令和４年度もスクール

カウンセラーの重点配置校として人員を配置していただけることにな

りました。 

 以上のとおり、令和４年度以降も「すてきさん」づくりを目標に各

園・学校、教育委員会が連携して業務を進めてまいります。 

 何か御質問はございますか。 

 質問なし。 

 それでは、本方針に基づき令和４年度の学校教育を進めさせていた

だきます。 

○教育長 

 

 

〇事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 協議事項の（２）令和４年度開成町教育委員会における取組方針及

び各園・学校における教育課題の取組要請について事務局から説明し

てください。 

資料２をご覧ください。こちらは、教育振興基本計画の実行性を担

保し、より充実した事務事業を展開されることを目的に教育委員会事

務局及び園、学校に対してその取組について要請するものでございま

す。なお、昨年度の定例教育委員会において御指摘をいただいた時点

をとらえた表記にあらためることや、特筆すべき項目については、項

目の中に追記させていただきました。主なものについてご説明します。

１ページをご覧ください。（３）生涯学習を支える施設の整備（イ）

のところですが、令和４年度は、町民センター大規模改修工事基本設

計を実施します。続いて、５ページ（１）学校教育施設の整備（イ）

のところで令和４年度の文命中学校大規模改修工事について記載して

おります。工事内容としては、各教室の床・壁・天井の改修、トイレ

洋式化、照明ＬＥＤ化を実施します。 

続いて、５ページ（２）学習指導要領の対応（ア）のところで令和

４年度からＡＬＴ派遣業務を拡大し、外国の子どもたちとの交流事業

やＩＣＴを活用した複数の外国人講師による個別英語指導の実施を追

記させていただきました。 

続いて、６ページの（３）学校給食における食品の安全確保の（エ）

のところにおいて「開成小学校・開成南小学校以外の園・学校での給

食調理業務民間委託の実施について検討します。」とありますが、既

に開成幼稚園については、給食調理業務を民間委託としておりますの

で、この部分については修正させていただきます。 
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（３）開成町立学校教職員服務規程の一部を改正する訓令について 

・資料３について説明した。 

 

 

 

 

 

〇教育長 

〇委員 

 

 

 

〇事務局 

〇委員 

 

 

〇教育長 

 

 

 

 

〇委員 

 

〇事務局 

〇教育長 

〇全委員 

〇教育長 

続いて、７ページの（１）教育委員会の質の向上（イ）のところで

小学校令和６年度、中学校令和７年度改訂とし、次回の教科書改訂時

期がわかるように追記しました。 

令和４年度の取組要請として以上の点について、修正したものを

園・学校に要請してよいかお諮りします。説明は以上です。 

ただ今、事務局から説明がありました。何か御質問はございますか。 

３ページの（３）体育や食育の実施（イ）と４ページの（４）幼児

教育の充実（ア）のところに「継続実施」の記載があるが、なぜこの

ような記載をするのか。特段、このような記載がなくても引き続き、

取組を行っていくことは分かるのではないか。 

御指摘の点について修正させていただきます。 

平成３１年度から開始されて３年間が経過したが、令和４年度以降

も引き続き取組を行っていくという意味で「継続実施」という記載を

したのではないか。 

御指摘のとおり、平成３１年度から開始された開成幼稚園の３年間

教育ですが、ここで３年間が経過しましたが、これで終わりではなく

今後も引き続き質の高い幼児教育を実践していくことに変わりはない

ので、ここの「継続実施」という記載については、なくても意味が通

じますので削除させていただきます。 

５ページの（２）学習指導要領への対応（イ）の内容部分がブラン

クとなっているので修正してほしい。 

御指摘の点について修正させていただきます。 

 他に御質問はございますか。 

 質問なし。 

 それでは、御指摘の点については、修正させていただき、各園・学

校に令和４年度の取組要請をさせていただきます。 

○教育長 

 

〇事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 協議事項の（３）開成町立学校教職員服務規程の一部を改正する訓

令について事務局から説明してください。 

資料３をご覧ください。こちらは、これまで出勤簿による押印によ

り出勤状況の確認をしていたものを令和３年９月から各園・学校に勤

怠管理システムを導入したことに伴い、廃止するものです。主な条文

改正箇所についてご説明します。資料３の１ページのところですが、

第１４条の「出勤簿（第１４号様式に自ら押印しなければならない）

を「出退勤システム（電子計算機を利用して、教職員の出勤及び退勤

の状況を記録するシステムをいう。）（以下「出退勤記録等」という。）

に打刻しなければならない」とします。第１８条１項の「出勤簿」を

「出退勤システムから出力したデータ」とします。あわせて「出勤簿

等」を「出退勤記録等」という。また、出勤簿を廃止したことに伴い、

公務災害等が発生した場合の出勤を証明する書類として第３３条とし
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（４）開成町青少年指導員の委嘱について 

 ・資料４について説明した。 

 

（５）開成町スポーツ推進委員の委嘱について 

 ・資料５について説明した。 

 

 

 

 

 

 

〇教育長 

〇全委員 

〇教育長 

て出勤等の証明という条を新設しました。「職員の出勤等について証

明が必要な場合にあっては、所属長は、出勤等証明書（第２４号様式）

により当該職員の出勤を証明することができる」としています。また、

あわせて、３ページ以降に文言が変更となったことをうけて、各種様

式を改正しています。施行日は令和４年４月１日としています。説明

は以上です。 

ただ今、事務局から説明がありました。何か御質問はございますか。 

質問なし。 

それでは、原案どおりとさせていただきます。 

○教育長 

 

〇事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育長 

〇全委員 

〇教育長 

 協議事項の（４）開成町青少年指導員の委嘱について事務局から説

明してください。 

資料４をご覧ください。青少年指導員の設置については、町青少年

指導員規則第４条の規定により教育委員会が委嘱することになってい

ます。青少年指導員の任期は、令和４年４月１日から令和６年３月３

１日までの２年間となっています。委員数は２ページにあるとおり１

５人を予定しています。職務の概要ですが、会議開催は、年１１回、

広報委員会を年２回予定しています。職務内容としては、青少年指導

員の職務は、開成町における青少年の健全育成を助長するために、次

の５つを主な職務としている。①青少年団体の指導及び育成に関する

こと、②青少年の文化及びレクリエーション活動の推進に関すること、

③青少年育成組織の強化及び地域活動の推進に関すること、④地域に

おける環境の整備浄化活動に関すること、⑤その他青少年の活動につ

いて指導及び助言を行うことです。 

ここ数年は、コロナ禍のため本来の活動ができない状況が続いてい

ますが、青少年指導員同士で話し合いをし、青少年の体験活動を支援

できるような取組を行っていきます。 

青少年指導員は、各自治会から推薦をいただき、町の青少年指導員

だけではなく神奈川県の青少年指導員としても委嘱を受けることにな

ります。 

２ページをご覧ください。今回を委嘱を予定しているのは、１５名

ですが、現在は１４名ですので１名欠員が解消されることになります。 

再任が８名、新任は７名です。年代は４０歳代から６０歳代までであ

あり、女性は４名です。説明は以上です。 

 ただ今、事務局から説明がありました。何か御質問はございますか。 

質問なし。 

それでは、原案どおりとさせていただきます。 
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（６）第四次開成町子ども読書活動推進計画の策定について 

・資料６について説明した。 

○教育長 

 

〇事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育長 

〇委員 

 

〇事務局 

〇委員 

〇事務局 

 

 

 

 

〇委員 

〇教育長 

〇全委員 

〇教育長 

 協議事項の（５）開成町スポーツ推進委員の委嘱について事務局か

ら説明してください。 

資料５をご覧ください。こちらは、令和４年４月１日から令和６年

３月３１日までの任期２年間の開成町スポーツ推進員の委嘱をお諮り

するものです。定数は１２名ですが、今回委嘱を提案させていただい

たのは１０名となっております。定例会議は、年６回を予定していま

す。職務内容としては、町民の求めに応じてスポーツの実技、指導を

行うこと、町民のスポーツ活動促進のための組織の育成に関すること、

スポーツ団体その他の団体のスポーツに関する行事又は事業に関し、

求めに応じ協力すること、町民一般に対し、スポーツについての理解

を深めること等がございます。委嘱要件ですが、町内に在住する者で、

次にかかげる要件も満たす者です。①社会的信望のある方、②スポー

ツに関し深い理解があり、その職務を遂行するために必要な熱意と能

力を有することです。年代としては、４０歳代から５０歳代後半まで

となっています。説明は以上です。 

ただ今、事務局から説明がありました。何か御質問はございますか。 

資料についてだが、委員候補者名簿のみ記載するのではなく職務内

容や主な活動内容がわかるようなものにしてほしい。 

 承知しました。次回から修正させていただきます。 

 年間の主な行事はどのようなものがあるのか。 

 会議のほかに、６月頃にカヌー体験活動、ＡＥＤ講習、１０月には

町のスポ・レクフェスティバルに参加し、ニュースポーツ等を紹介し

ます。また、町民を対象とした体力・運動能力調査も実施します。１

１月には、パラスポーツであるボッチャの体験活動も開催したりしま

す。１２月の町内駅伝大会のスタッフとして従事します。 

 承知した。 

 他に御質問はございますか。 

 質問なし。 

 それでは、原案どおり１０名の方を開成町スポーツ推進委員として

委嘱させていただきます。 

○教育長 

 

〇事務局 

 

 

 

 

 

 

 協議事項（６）第四次開成町子ども読書活動推進計画の策定につい

て事務局から説明してください。 

資料６をご覧ください。こちらは、教育委員の皆様にも御意見をい

ただき、このたび、計画がまとまりましたので提案させていただくも

のです。計画期間は、令和４年から令和６年度までとなっていますが、

必要に応じて、事業計画を見直しさせていただきます。 

まず、前回の第三次開成町子ども読書活動推進計画から変更した点

としては、４点ございます。１点目が、策定の根拠をはっきり示した

ことです。具体的には、子どもの読書活動の推進に関する法律、開成
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〇教育長 

 

町教育振興基本計画などです。２点目が、子どもの読書活動の状況を

正確に表すために客観的なデータを示したことです。国や県のデータ

を示し、開成町の子どもたちの状況を客観的に示しようにしました。

具体的には、全国学力・学習状況調査などのデータを必要に応じて引

用しました。また、計画書の３ページや８ページにあるような全国学

校図書館協議会が調べた学校読書調査を活用し、過去から現在までの

状況の変化を示し、そこから将来の方策を考察しました。３点目が、

読書アンケートの設問を大幅に変え、子どもたちの現状を分かりやす

くとらえるようにしました。具体的には、ＧＩＧＡスクール構想の加

速化により、読書環境も変化したため、電子書籍に関する設問を取り

入れました。また、国や県の読書状況と比較しやすくするために、全

国学力・学習状況調査の設問を意図的に取り入れました。４点目が、

園・学校現場の先生方が意識して指導する際の重要なポイントを示し

たことです。 

今回の計画改訂のねらいですが、４０ページにあるとおり、体系図

を明確にし、現状を分析したうえでスローガンや目標を設定しました。 

「読書好きな子の割合ＵＰ！」、「一日１０分以上の読書を！」、「不

読率を下げる！」、「ファミリー読書デーの認知度ＵＰ！」の４つの

目標を作成した背景と目標値を示し、それぞれの団体が目標を意識し、

取り組みやすいよう示しました。 

また、教育委員からいただいた意見についてですが、修正意見等に

ついては、次のとおり修正しました。まず、電子書籍に関する記載が、

目標のところの注釈以外はないので、今後の動向を考えると、どこか

で触れる必要があるのではないかという御指摘がございましたが、３

１ページと３２ページに書き加えました。また、アンケート結果の主

なものの項目の表記がバラバラなため、揃えた方がよいのではないか

という御指摘の点については修正しました。その他、修正意見以外の

御意見を４点ご紹介します。１点目が、学校では週１ぐらいで「学校

で借りた本を読む」というのも良いのではないか。２点目が、中学生

は発達段階として、家族との関わりよりも自己研鑽やキャリア形成に

興味が移り変わっているはずだから、「ファミリー読書デー」という

言葉を、中学生向けに上手に言い換えて働きかけることが重要なので

はないか。３点目が、ＳＮＳの世界には若年層に影響を与える「イン

フルエンサー」という人がいるが、誰か影響力がある人が本を紹介す

るのも効果的かもしれない。４点目が、町民センターの図書室が学生

の学習場所として活用されている実態があるので、３階までの階段な

どの壁が明るい色になると、さらに環境がよくなると思う。以上のよ

うな御意見がありました。 

いただいた御意見をすべて反映できていませんが、課題として認識

しつつ、本計画をもって子どもの読書活動の推進を図っていきたいと

考えております。説明は以上です。 

ただいま、事務局から説明がありました。補足ですが、近隣市町で

は、電子書籍を導入したところがありますが、まだ冊数が多くはなく、
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（７）令和３年度末教職員等人事異動について 

・資料７について説明した。 

 

 

 

〇委員 

 

 

〇事務局 

 

 

 

 

 

 

 

〇委員 

 

 

 

 

 

〇事務局 

〇委員 

 

 

 

 

〇事務局 

〇委員 

 

〇教育長 

〇全委員 

〇教育長 

費用も紙媒体に比べて高い傾向があるようです。また、長時間画面を

見続けるため、眼の健康状態も考慮する必要があると考えています。

それでは、何か御質問はございますか。 

４０ページの体系図の中で、４つの目標が掲げられているが、今回

の計画において重要な目標ということであれば、もう少し目立つよう

にした方がよいのではないか。 

御指摘の点については、修正させていただきます。電子書籍につい

て補足させていただきます。先ほど、教育長から説明があったように

電子書籍は紙媒体と比べて高い傾向があります。計画書の１２ページ

の中に電子書籍を使って読書をする子どもの活用頻度についての設問

がありますが、前提として電子書籍を活用したことがある子どもは小、

中学校全体で約３割弱います。今後、この割合が増えていくと思われ

ますが、その推移を見定めながら電子書籍導入について検討していき

たいと考えております。 

１３ページの真ん中あたりに小学校５年生の「電子書籍が身近」の

ところだけ色がついていないので、他の表記と並びをとった方がよい。 

また、２７ページの一番上に「施策の達成度を計る指標」があるが、

これはなくても良いのではないか。また、３５ページの一番下の備考

欄に「不読率を下げる」とあるが、ここだけ字体、アンダーラインが

他と異なるので統一した方が良い。 

 御指摘の点について修正させていただきます。 

 ２８ページの一番上のタイトルが「（３）特別な配慮を必要とする

子どもたちへの支援あい」とあるが、表現がおかしいので修正すべき

である。また、４０ページの体系図の「めざす子どもの姿」のなかで

「本を生活に生かし、社会とかかわる子」とあるが、正しくは、「活

かし」ではないか。１３ページの下から２行目も同様である。 

御指摘の点について修正させていただきます。 

 開成町ファミリー読書デーという取組は非常によい取組だと思うの

で是非、認知度を上げて実践できるようにしてほしい。 

 他に御質問はございますか。 

 質問なし。 

 御指摘をいただいた点を修正し、第四次開成町子ども読書活動推進

計画を確定版とさせていただきます。 

○教育長 

 

〇事務局 

 

 

 

 協議事項の（７）令和３年度末教職員等人事異動について事務局か

ら説明してください。 

資料７をご覧ください。幼稚園、学校の教職員とそこに従事する町

職員、教育委員会事務局職員の人事異動を掲載しております。正規職

員の方を中心にご説明します。まず、開成小学校からの転出者として

は、椎野裕人教頭が中村小へ転出となります。伊東芳子総括教諭は、
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〇教育長 

 

〇全委員 

〇教育長 

定年退職となります。馬場希代子総括教諭、押田美智子教諭、上村拓

也教諭は開成南小学校に配置替となります。細川澄子教諭は、松田小

へ転出、志澤明日香教諭は、大井小へ転出となります。続いて、転入

者ですが、教頭として加藤徹教頭が岡本小から転入されます。総括教

諭としては、尾形光一総括教諭が葉山町の長柄小、藤沼瑞希総括教諭

が大井小から転入されます。教諭としては、新採用職員として野地楓

教諭、前原秀紀教諭の２名を新たに開成小学校教諭としてお迎えしま

す。 

続いて、開成南小学校についてです。まず、転出者としては、秋山

亜弥総括教諭が、福沢小へ転出されます。教諭としては、関 裕太郎

教諭は川村小へ、尾方友貴教諭は、県立学校へ、大野恵里子教諭は、

小田原養護学校へ転出されます。続いて、転入者についてですが、総

括教諭として、馬場希代子総括教諭が開成小から転入されます。教諭

としては、押田美智子教諭、上村拓也教諭が開成小から転入されます。

田下翠教諭が南足柄小から、松岡里咲教諭が福沢小から、權頭大海教

諭が矢作小から転入されます。また、新採用職員としては、髙平麻緒

教諭、中嶋唯教諭の２名を新たに開成南小学校教諭としてお迎えしま

す。 

続いて、文命中学校についてです。まず、転出者としては、奥津み

ゆき教頭が南足柄中に転出されます。総括教諭としては、森和真総括

教諭は、県教育委員会へ、髙橋雅紀子教諭は、県外転出となります。

続いて、転入者についてですが、教頭として、日吉信秀教頭が南足柄

中から転入されます。また、総括教諭として、斎藤のぞみ教諭が自校

昇任されます。教諭としては、川瀬康平教諭が中井中から転入されま

す。また、新採用職員としては、下川竜一教諭、高梨朋子教諭の２名

を新たに文命中学校教諭としてお迎えします。 

開成幼稚園については、松本恵大教諭を新採用職員としてお迎えし

ました。 

教育委員会事務局内の人事異動ですが、参事兼生涯学習課長の遠藤

孝一が定年退職となり、高橋靖恵税務課長が生涯学習課長に就任しま

す。宇田晃指導主事が山北中に異動となり、県西教育事務所足柄上指

導課から小林裕史指導主事が就任します。生涯学習課の平野哲史主査

が総務課に異動となり、子育て健康課から川合義夫主査が就任します。

矢部 晃社会教育専門員が任期満了により退職となります。また、遠

藤孝一が生涯学習課に再任用職員として就任します。また、岩本浩二

学校教育課長が参事兼学校教育課長へ、石田景子主任主事が主査に昇

格します。説明は以上です。 

ただいま、事務局から説明がございました。何か御質問はございま

すか。 

質問なし。 

それでは、原案どおりとさせていただきます。 
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《報告事項》 

（１）経過報告、今後の予定について 

   ・資料８に基づき事務局より説明した。 

 

（２）開成町立園・学校の様子について 

 

（３）その他 

○事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料８をご覧ください。３月の経過報告です。３月１日は、登校指

導日でした。３月２日は、園長・校長会議を開催しました。３月４日

から１６日まで開成町議会３月定例会議が開催されました。３月９日

は、文命中学校卒業証書授与式でした。３月１５日は、登校指導日で

した。３月１７日は、開成幼稚園卒園式を行いました。３クラスに分

けて実施しました。３月２３日は、両小学校の卒業式でした。また、

同日に定例教育委員会を開催しました。３月２５日は、園・学校修了

式を行います。３月３１日は、教職員離任式を開催します。 

続いて、４月の予定です。４月１日は、教職員着任式を開催します。

４月５日は、小・中学校の入学式、始業式となっております。また、

同日は、登校指導日となっております。４月８日は、開成幼稚園の入

園式です。卒園式同様に３クラスに分けて実施します。４月１３日は、

園長・校長会議を開催します。４月１４日は、令和４年度神奈川県市

町村教育委員会連合会第１回役員会及び総会となっており、当町から

は村岡委員がＺＯＯＭによるオンライン会議として出席予定です。４

月１５日は、登校指導日となっております。４月２１日は、定例教育

委員会となっております。説明は以上です。 

○教育長 

 

 

 今年度は、園・学校全体を通じて新型コロナウイルス対応に追われ

た１年だったと思います。県西地域においても小田原市、南足柄市を

除いて町内の陽性者数が増えている状況です。保健所と連携を取りつ

つ、対応していますが園・学校の感染症対策は問題ないという見解を

いただいております。 

 中学校においては、３月９日に卒業証書授与式が行われました。伝

統である３年生の合唱はできませんでしたが、卒業生は非常に立派で

した。 

 小学校においては、両小学校とも３月２３日に卒業式が行われまし

た。こちらも例年行っている卒業生のスピーチ等はできませんでした

が、卒業生は立派でした。開成南小学校においては、６年生の総合的

な学習の時間の制作物として開成町のジオラマを製作したクラスがあ

りました。非常によくできていたので学校に依頼して役場１階の町民

プラザに掲示させていただきました。 

 幼稚園においては、３月１７日にクラスごとに分けて卒園式を行い

ました。今年度の卒園生は、３年間教育が開始されて初めての卒園生

となります。入園式当時を振り返りながら立派に成長した姿を見てう

れしくなりました。 
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閉 会 ： 教育長より閉会の宣言 

 

 

〇事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教育長 

 

 

 令和４年度予算に関して情報提供させていただきます。総合教育会

議でもテーマとなったものですが、学校除菌業務委託については、現

在トイレのみを対象としているものを廊下等の共用部も含めて委託す

ることになりました。各教室を含めてすべてを対象とすることはでき

ませんでしたが、教員の負担軽減のために前進することができました。 

 また、文命中学校においては、新規の取組として英語教育実施状況

調査委託を行います。これによりＣＥＦＲに基づいて国際的な基準で

どの程度、当該生徒が英語活用能力を有するか判定することができま

す。判定結果については、授業において活用し、生徒の英語力向上を

図ります。 

 また、教育委員の皆様の報酬ですが、今年度、報酬額の見直しを行

い、現在年額２０万円のものを令和４年度は年額２４万円とさせてい

ただきますのでよろしくお願いします。 

 補足をさせていただくと、令和４年度から部制がなくなり、課長職

の権限が増えるような改革が行われました。部長がなくなった代わり

に参事という職が設置されますが、御承知おきいただきますようお願

いします。 


